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令和８年４月１日
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1. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]目的
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK12]「ふれあいトーク」は、市長と各種団体の皆さんが直接対話をする機会として開催しており、意見交換や活動への参加を通じて、様々な課題やニーズを把握するとともに、市民の皆さんの声を市政に取り入れることを目的としています。

2. 対象団体
　　飯田市内で活動する概ね５名以上で構成される団体が対象。ただし、次に該当する場合は対象外とします。
（1） 政治活動や宗教活動または特定の営利を主たる目的とする団体
（2） 公序良俗に反する活動を行う団体
（3） 公益性が認められないと判断される団体
（4） その他、ふれあいトークの趣旨として適切でないと考えられる場合

3. 懇談内容
団体が希望するテーマに基づき、意見交換や活動への参加及び見学など。
※意見交換は要望や陳情を主たる目的とするものではなく、団体の活動や課題に関する対話に限る。

4. 懇談日程
（1） 平日8：30～17：15　※土日・祝日や夜間を希望される場合はご相談ください。
（2） 開催時間　概ね60分以内

5. 懇談場所
活動の拠点または希望される場所。
　　　※市役所会議室及び公民館等をご利用いただくことも可能です。
　　　※会場使用料等、開催にかかる費用は団体の負担とさせていただきます。
　　　
6. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]開催のお問い合わせ先
ふれあいトークの内容に関係する課、または団体が活動する地区の自治振興センター（以下「担当課」とする）

7. 開催までの流れ
（1） [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]開催希望日を複数日決めた上、担当課へご相談ください。
（2） 開催可否及び日程が確定した後に、担当課よりご連絡いたします。
（3） 開催日までに、担当課と当日の内容や進行に関する簡単な打合せをお願いいたします。
　
8. その他
（1） ふれあいトークは原則公開とし、開催内容や写真を飯田市ウェブサイトに掲載します。
（2） 同一団体につき、年間１回までの開催といたします。

